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(57)【要約】
【課題】穿刺の際の安全性を向上させる。
【解決手段】超音波装置は、穿刺デバイスが挿入される
患者に貼付可能なシート状に形成され、前記穿刺デバイ
スが挿入される挿入部に該当する部分に切り込み部を有
し、貼付された患者との間で超音波の送受信を実現する
超音波プローブと、超音波を送信するための制御信号を
前記超音波プローブに出力し、前記超音波プローブから
入力される受信信号を表示装置に送信する入出力部とを
備えることを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺デバイスが挿入される患者に貼付可能なシート状に形成され、前記穿刺デバイスが
挿入される挿入部に該当する部分に切り込み部を有し、貼付された患者との間で超音波の
送受信を実現する超音波プローブと、
　超音波を送信するための制御信号を前記超音波プローブに出力し、前記超音波プローブ
から入力される受信信号を表示装置に送信する入出力部と、
　を備えることを特徴とする超音波装置。
【請求項２】
　前記切り込み部は、少なくとも穿刺デバイスの直径よりも大きく形成される請求項１に
記載の超音波装置。
【請求項３】
　前記超音波プローブは、複数の超音波素子がマトリクス状に配置される請求項１又は２
に記載の超音波装置。
【請求項４】
　前記入出力部は、それぞれ各超音波素子と接続される複数の信号線を有し、各信号線は
、外部の表示装置と接続される請求項３に記載の超音波装置。
【請求項５】
　前記複数の信号線は、無線通信機と接続され、無線ネットワークにより前記表示装置と
接続される請求項４に記載の超音波装置。
【請求項６】
　前記超音波プローブは、可撓性のある素材で形成される請求項１乃至５のいずれか１に
記載の超音波装置。
【請求項７】
　前記超音波プローブは、患者への貼付面に粘着状のシートを有する請求項１乃至６に記
載の超音波装置。
【請求項８】
　前記粘着状のシートは、着脱式である請求項７に記載の超音波装置。
【請求項９】
　穿刺デバイスが挿入される患者に貼付可能なシート状に形成され、前記穿刺デバイスが
挿入される挿入部に該当する部分に切り込み部を有し、貼付された患者との間で超音波の
送受信を実現する超音波プローブと、超音波を送信するための制御信号を前記超音波プロ
ーブに出力し、前記超音波プローブから入力される受信信号を表示装置に送信する入出力
部とを備える超音波装置、
　超音波装置から入力された受信信号で患者の穿刺デバイス挿入部の超音波画像を表示す
る表示装置、
　を含む補助システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穿刺デバイス利用の際に用いられる超音波補助装置及び補助システムである
。
【背景技術】
【０００２】
　カテーテル等の穿刺デバイスは、医療機関内において診断や治療に多く利用される。医
師は、患者への穿刺の際には、誤穿刺の生じないように十分な注意が必要である。ところ
が、穿刺技術は、医師の経験等によって大きく左右されるものである。実際、CVカテーテ
ル（中心静脈カテーテル）の挿入時における事故の発生も報告されている。
【０００３】
　これに対し、医師の経験等に応じず、穿刺の際の安全性を向上させるために、様々な技
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術が研究されている。特許文献１では、超音波装置を用いた針案内技術が提案されている
。また、特許文献２でも超音波とプローブガイドを利用してプローブを誘導する技術が提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１７－５０３５７８号公報
【特許文献２】特開２００７－５１０５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、特許文献１及び２で開示されるような穿刺の安全性を確保するための
補助技術は提案されるものの、穿刺には、医師の器用な操作が必要である。そのため、こ
れらの補助技術を使用したとしても、経験の浅い医師には依然として、穿刺は困難である
可能性が高い。
【０００６】
　上記課題に鑑み、本発明は、穿刺の際の安全性を向上させる超音波装置及び補助システ
ムに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る超音波装置は、穿刺デバイスが挿入
される患者に貼付可能なシート状に形成され、穿刺デバイスが挿入される挿入部に該当す
る部分に切り込み部を有し、貼付された患者との間で超音波の送受信を実現する超音波プ
ローブと、超音波を送信するための制御信号を超音波プローブに出力し、超音波プローブ
から入力される受信信号を表示装置に送信する入出力部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様に係る超音波装置及び補助システムは、穿刺の際の安全性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る超音波装置を有する補助システムの概略図である。
【図２】本発明の実施形態に係る超音波装置を有する補助システムを説明するブロック図
である。
【図３】本発明の実施形態に係る超音波装置の外観図である。
【図４】本発明の実施形態に係る超音波装置を患者に貼付する一例である。
【図５】本発明の実施形態に係る超音波装置の断面図の一例である。
【図６】本発明の実施形態に係る超音波装置の超音波素子の配置の一例である。
【図７】本発明の実施形態に係る超音波装置の使用例を示す一例である。
【図８】本発明の実施形態に係る超音波装置により得られる画像例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を用いて本発明の実施形態に係る超音波装置及び補助システムについて説
明する。図１に示すように、実施形態に係る超音波装置１０は、医療現場における穿刺の
際、穿刺による事故を防止し、安全性を確保するために患者に貼付されて利用されるもの
である。例えば、この超音波装置１０は、表示装置２０と共に、補助システムとして利用
される。ここで、「医療現場」は、例えば、カテーテル等の穿刺デバイスによる穿刺が行
われる病院である。また、「患者」は、治療や診断を受ける人や動物である。
【００１１】
　本発明の実施形態に係る補助システムは、図１に示すように、医師Ｄが患者Ｐに穿刺デ
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バイスによる穿刺を行う際に、超音波装置１０を利用して患者の血管や脈管と共に穿刺デ
バイスである穿刺針を画像化して表示装置２０で表示する。このように、医師Ｄに、穿刺
針と血管等との位置関係を正確に把握させることにより、安全な穿刺を実現し、穿刺によ
る事故を防止することができる。
【００１２】
　図２のブロック図に示すように、補助システム１は、超音波装置１０と表示装置２０を
有する。超音波装置１０と表示装置２０は、ネットワーク３０を介して接続される。補助
システム１では、超音波装置１０によって得られた対象部分のデータを、表示装置２０に
表示する。
【００１３】
　超音波装置１０は、超音波プローブ１１と、超音波を送信するための制御信号を超音波
プローブ１１に出力し、超音波プローブ１１から入力される受信信号を表示装置２０に送
信する入出力部１２とを備える。
【００１４】
　超音波プローブ１１は、複数の超音波素子１１１を備える。超音波素子１１１は、超音
波の発信及び受信を行うセンサである。具体的には、超音波プローブ１１は、入出力部１
２から入力される制御装置に従って、超音波を発信し、また、対象物である血管等から反
射される超音波を受信する。超音波装置１０は、超音波プローブ１１が超音波を受信する
と、受信信号を入出力部１２を介して表示装置２０に出力する。
【００１５】
　表示装置２０は、超音波プローブ１１による超音波の発信から受信までの時間を計測し
て超音波素子１１１から対象物（例えば、血管や穿刺針等）までの距離を測定するための
データを表示装置２０に出力する。具体的には、表示装置２０は、図２に示すように、送
信部２１、受信部２２、画像構成部２３及びディスプレイ２４を有する。送信部２１は、
超音波プローブ１１に送信する制御信号を超音波装置１０に発信する。また、受信部２２
は、超音波装置１０から送信された信号を受信する。画像構成部２３は、受信部２２が受
信した信号をディスプレイ２４に表示させる画像データに構成する。このとき、画像構成
部２３が構成する画像データは、２Ｄ画像データであってもよいが、３Ｄ画像データにす
ることで、安全性を高めることができる。ディスプレイ２４は、画像構成部２３で構成さ
れた画像を表示する。
【００１６】
　図３の外観図に示すように、超音波装置１０は、穿刺デバイスが挿入される患者に貼付
可能なシート状に形成され、一端から穿刺デバイスが挿入される患者の挿入部に該当する
部分に切り込み部１００を有し、貼付された患者との間で超音波の送受信を実現する超音
波プローブ１１を備える。
【００１７】
　図４に示すように、超音波装置１０は、患者Ｐの頭側に超音波プローブ１１の切り込み
部１００が位置するように貼付されることが好ましい。この超音波プローブ１１を患者に
貼付した状態で穿刺デバイスの穿刺が行われる。また、穿刺がされると、穿刺デバイスが
穿刺されたままの状態で患者から超音波プローブ１１が取り外される。図４に示すように
、超音波プローブ１１の切り込み部１００が頭側に配置される方が、穿刺デバイスが患者
に挿入された状態であってもこの超音波プローブ１１を取り外しやすいためである。
【００１８】
　ここで、超音波プローブ１１の切り込み部１００は、少なくとも穿刺デバイスの直径よ
りもその幅が大きく形成される。患者への穿刺デバイスによる穿刺は、この超音波プロー
ブ１１を貼付した状態で、この切り込み部１００に露出する患者の皮膚等に対して行なう
。したがって、切り込み部１００の幅が穿刺デバイスの直径より小さい場合、患者への穿
刺ができなくなるためである。また、この切り込み部１００が穿刺デバイスの直径よりも
大き過ぎる場合、超音波素子１１１から発信される信号が穿刺の対象である血管や脈管、
また、穿刺デバイスである針等に届かず、超音波プローブ１１で得られた画像データに含
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まれなくなる。したがって、切り込み部１００は、穿刺対象を含む画像を得ることが可能
なサイズにする必要がある。また、患者の挿入部に該当する部分は、超音波プローブ１１
の端部よりもその幅が大きいことが好ましい。この場合、超音波プローブ１１から露出す
る患者の穿刺デバイスの挿入部が医師等に視認しやすいからである。
【００１９】
　この超音波プローブ１１は、穿刺デバイスによる穿刺の対象となる血管や脈管等を確認
することができるサイズであればよく、例えば、３ｃｍ四方程度である。また、超音波プ
ローブ１１の形状は、四角形、四角形の四角にカーブが形成された形状、円形、楕円形等
、その形状は限定されない。
【００２０】
　超音波プローブ１１は、可撓性のある素材で形成されることが好ましい。超音波プロー
ブ１１は、患者に貼付される。また、超音波プローブ１１の貼付対象は、人体等の一部で
あるため、平面に限られず、湾曲していることが一般的である。したがって、超音波プロ
ーブ１１を患者に貼付する際、超音波プローブ１１が貼付対象にフィットするように、可
撓性がある素材で形成されることが好ましい。
【００２１】
　図５の断面図に一例を示すように、超音波プローブ１１は、患者への貼付面に粘着状の
シート１３を有してもよい。超音波プローブ１１は、皮膚等に直接当てた場合には信号の
送受信効率が低いため、ゲル状物質、いわゆる、超音波ゲルを皮膚等に塗ることが一般的
である。この代わりに、超音波プローブ１１に粘着状のシート１３を介して超音波信号の
送受信効率を向上させることができる。
【００２２】
　また、粘着状のシート１３を備えることで、超音波プローブ１１を患者に貼付する際、
患者の貼付部分から剥がれることができる。すなわち、超音波プローブ１１を患者に貼付
しようとしても、仮に粘着性が無い場合、患者の皮膚等の上に配置する超音波プローブが
皮膚等から剥がれやすい。したがって、超音波プローブ１１に粘着性のあるシート１３を
設けることで、このシート１３の粘着性の物質が患者の皮膚等に密着するためである。
【００２３】
　例えば、粘着状のシート１３は、貼付用の粘着層と超音波ゲルに該当するゲルパット層
との２層構造を含む。
【００２４】
　粘着状のシート１３は、着脱式であってもよい。超音波プローブ１１は、複数回利用す
ることも考えられる。また、異なる患者に再利用することも考えられる。したがって、シ
ート１３を超音波プローブ１１に対して着脱式にすることで、シート１３が劣化した場合
や異なる患者に利用する場合に、使用済のシート１３を未使用のシート１３に交換するこ
とが可能となる。例えば、超音波装置１０は、繰り返し使用する度に滅菌処理が必要にな
るが、このシート１３部分を交換可能にすることで、より感染対策を強化することができ
る。また、超音波素子１１１等の他の部分より劣化しやすいシート１３を交換可能にする
ことで、超音波装置１０の使用期間を長くすることができる。なお、滅菌処理と同様、シ
ートの着脱も手間であるため、超音波プローブ１１は患者の各処置毎に使い捨てするのが
好ましい。
【００２５】
　図６に一例を示すように、超音波プローブ１１は、複数の超音波素子１１１がマトリク
ス状に配置される。
【００２６】
　複数の超音波素子１１１がマトリックス状に複数配置されることで、複数の超音波素子
をライン状に配置する場合よりも画像の取得範囲が広範囲となる。したがって、従来のよ
うに、超音波素子がライン状に配置される超音波プローブを患者の皮膚に当てて穿刺デバ
イスによる穿刺の対象である血管や脈管等の位置を探す場合と比較して、超音波プローブ
１１を患者へ貼付した状態で、必要な範囲の画像を容易に取得することができる。すなわ
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ち、従来の方法では、必要な画像を見るために医師は、手に超音波プローブを持ち、画像
を取得する位置を探索する必要があった。これに対し、超音波素子がマトリックス状に配
置される超音波プローブ１１は、患者に貼付可能であるため、医師は、超音波プローブ１
１を手に持つことなく、必要な画像を見ることが可能となる。
【００２７】
　具体的には、図７（ａ）の一例に示すように、医師は、患者の穿刺の対象部の表面とな
る皮膚等に超音波装置１０を貼付した状態で、穿刺デバイス４０を挿入する。このとき、
患者には超音波装置１０が貼付されており、表示装置２０には穿刺対象部分の画像が表示
されているため、医師は、この画像を確認しながら穿刺を行うことができる。なお、図４
及び図７は、内頸静脈穿刺を示す一例である。一方、鎖骨下静脈穿刺は、骨がありエコー
でみえにくい（図示は省略）。したがって、超音波プローブ１１を鎖骨下静脈穿刺よりも
、この図４及び図７に示す内頸静脈穿刺に利用する方が、効果的である。
【００２８】
　例えば、表示装置２０には、図８に示す一例のように、穿刺対象である血管Ｂと、穿刺
デバイス４０とを含む画像Ｉｍが表示される。これにより、医師は、表示装置２０に表示
される画像Ｉｍで血管Ｂの位置と、穿刺デバイス４０の位置とを確認しながら、穿刺デバ
イス４０を血管Ｂに挿入する。また、正面画像と側面画像とを提示することで、針先の深
さを確認することも可能となる。このとき、表示装置２０には、二次元画像の表示であっ
てもよいが、三次元画像で表示することで、針先の位置をより正確に把握することが可能
となる。
【００２９】
　また、医師は、穿刺デバイス４０の挿入が終了すると、図７（ｂ）に示すように、穿刺
デバイス４０が挿入された状態で、患者から超音波装置１０を剥がしてその後の処置を継
続する。例えば、患者に薬剤を投与する目的で穿刺デバイスであるカテーテルを挿入した
場合、カテーテルの挿入後には画像による確認は不要となるため、患者から超音波装置１
０を剥がす。
【００３０】
　このように、医師は超音波装置１０を手で持つ必要がないため、両手を他の作業に利用
することが可能となる。すなわち、医師は、穿刺に両手を使用することが可能となり、穿
刺の際の安全性を向上させることが可能となる。
【００３１】
　入出力部１２は、それぞれ各超音波素子１１１と接続される複数の信号線を有し、各信
号線は、外部の表示装置２０と接続される。ここで、図２に示すように、入出力部１２と
表示装置２０は、ネットワーク３０を介して接続されるが、これは有線であっても、無線
であっても構わない。なお、入出力部１２が無線通信機であって、無線のネットワーク３
０を介して表示装置２０にデータを送信してもよい。すなわち、複数の信号線は、無線通
信機と接続され、無線のネットワーク３０により表示装置２０と接続されてもよい。ネッ
トワーク３０を無線にすることで、超音波装置１０から表示装置２０へ信号線が伸びるこ
とがないため、信号線が作業を妨げることを防止することができる。
【００３２】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形や
修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
　上記実施形態に示した構成は適宜組み合わせることとしてもよい。
【符号の説明】
【００３３】
１　補助システム
１０　音波装置
１１　超音波プローブ
１００　切り込み部
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１１１　超音波プローブ
１２　入力部
１３　シート
２０　表示装置
２１　発信部
２２　受信部
２３　画像構成部
２４　ディスプレイ

【図１】

【図２】
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【図４】
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